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名南訪問看護ステーションきずな 利用料金表【介護保険】 

2025 年 11 月改訂 

1 単位＝11.05 円 

【介護予防訪問看護費】 

1割 2割 3割

20分未満 303 335 670 1,005

30分未満 451 499 997 1,495

60分未満 794 878 1,755 2,632

90分未満 1,090 1,205 2,409 3,614

基本報酬 援助時間 単位数
料金

予防訪問看護費

 

 

【訪問看護費】 

1割 2割 3割

20分未満 314 347 694 1,041

30分未満 471 521 1,041 1,562

60分未満 823 910 1,819 2,729

90分未満 1,128 1,247 2,493 3,740

基本報酬 援助時間 単位数
料金

訪問看護費

 

※夜間・早朝（18:00～22:00）は各単位の 25%増 深夜（22:00～6:00）は 50%増 

※准看護師の訪問の場合は所定額の 90%となります 

 

【加算項目】 

1割 2割 3割

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)
（１月につき）

24時間連絡・訪問対応 600 663 1,326 1,989

特別管理加算（Ⅰ）
（１月につき）

留置カテーテル等
（気管カニューレ・24時間点滴・膀胱留置カ

テーテル・胃瘻等）
500 553 1,105 1,658

特別管理加算（Ⅱ）
（１月につき）

在宅酸素・人工肛門・人工膀胱・真皮を超える
褥瘡・点滴注射を3日以上必要な状態 250 277 553 829

予防訪問看護体制強化加算 100 111 221 332

訪問看護体制強化加算Ⅱ 200 221 442 663

初回加算Ⅰ（退院当日に訪問） 350 387 774 1,161

初回加算Ⅱ 300 332 663 995

退院時共同指導加算
退院前カンファレンスなどで

退院連携を行った場合
600 663 1,326 1,989

訪問看護ターミナルケア加算 ご自宅で看取りを行った場合 2,500 2,763 5,525 8,288

サービス提供体制強化加算Ⅰ １回の訪問につき 6 7 14 20

看護・介護職員連携強化加算
喀痰吸引や経管栄養について

訪問介護員と協働する
250 277 553 829

１人が30分未満 254 281 562 842

１人が30分以上 402 445 889 1,333

長時間訪問看護加算 １回の訪問が90分を超過した場合 300 332 663 995

口腔連携強化加算
（１月につき）

口腔衛生状態や口腔機能の評価、連携 50 56 111 166

複数名訪問加算
（看護師2名訪問）

加算項目 対象・内容 単位数
料金

緊急時・管の管理・看護職員の基準を満たす

新規利用者

 

※実際のご請求の際には、月の利用合計単位数に 11.05 円をかけますので、端数処理により金額に誤差が生じることがあります。 
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名南訪問看護ステーションきずな 利用料金表【医療保険】 

2025 年 11 月改訂 

【訪問看護療養費】 

1割 2割 3割

週3日まで 5,550 560 1,110 1,670

週4日目以降 6,550 660 1,310 1,970

週3日まで（准看護師） 5,050 510 1,010 1,520

週4日目以降（准看護師） 6,050 610 1,210 1,820

精神科訪問看護基本療養費 週3日まで（30分未満） 4,250 430 850 1,280

月の初日 7,670 770 1,530 2,300

2日目以降 3,000 300 600 900

基本療養費Ⅰ
および

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ
（30分以上）

管理療養費

基本報酬 内容 金額
料金

 

 

【加算項目】 

1割 2割 3割

24時間対応体制加算
（1月につき）

6,800 680 1,360 2,040

月14日目まで 2,650 270 530 800

月15日目以降 2,000 200 400 600

5,000 500 1,000 1,500

2,500 250 500 750

合計90分まで 6,000 600 1,200 1,800

合計90分以上 8,400 840 1,680 2,520

退院時共同指導加算 8,000 800 1,600 2,400

退院時共同指導加算
特別管理指導加算

2,000 200 400 600

訪問看護ターミナルケア療養費1 25,000 2,500 5,000 7,500

4,500 450 900 1,350

8,000 800 1,600 2,400

4,500 450 900 1,350

3,800 380 760 1,140

長時間訪問看護加算 5,200 520 1,040 1,560

夜間・早朝訪問看護加算 2,100 210 420 630

深夜訪問看護加算 4,200 420 840 1,260

在宅患者緊急カンファレンス加算 2,000 200 400 600

在宅患者連携指導加算
（1月につき）

3,000 300 600 900

1,500 150 300 450

1,500 150 300 450

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ） 780 80 160 230

訪問看護医療DX情報活用加算 50 10 10 20オンライン資格確認

緊急に開催されるカンファレンスへ参加した場合
（月2回まで）

医療機関・保険薬局との情報共有

情報提供療養費
（1月につき）

市町村に情報提供

入院・入所時情報提供

法改正に伴う賃金改善

複数名訪問加算
（看護師2名訪問）

看護師等と訪問

准看護師と訪問

1回の訪問が90分を超過した場合（特別管理加算対象者）

18:00～22:00および6:00～8:00

22:00～6:00

退院支援指導加算
退院当日の訪問

（体調確認や環境を整えます）

退院（所）前カンファレンスなどに参加した場合

特別管理加算の算定対象となる方

ご自宅で看取りを行った場合

難病等複数回訪問看護加算
2回目

3回目

24時間連絡・訪問対応

緊急訪問看護加算
利用者またはその家族の要請、
主治医の指示で訪問した場合

特別管理加算
（1月につき）

特別な管理のうち重症度の高い場合（麻薬等注射指導管理等・気管
切開指導管理・気管カニューレ・留置カテーテル）

特別な管理を要する場合（在宅酸素療法指導管理等・人工肛門・人
工膀胱・真皮を超える褥瘡・在宅患者訪問点滴注射管理指導算定）

加算項目 対象・内容 金額
料金

 

 

【交通費等 保険外負担】 

交通費（1回につき） 事業所より2km以内：50円　2～3km：100円　3km以上：150円

日・祝日訪問（1日につき） 2,000円  

※実際のご請求の際には、端数処理により金額に誤差が生じることがあります。 


